
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 東部教育事務所管内  令和６年８月２日（金）  

西部教育事務所管内  令和６年８月１日（木）  

 

 

 

 

 

 

 

香 川 県 教 育 委 員 会 

高 松 市 教 育 委 員 会 

   

令和６年度 小・中学校 

教 育 課 程 運 営 改 善 連 絡 協 議 会  



 

目   次 

 

 

＜実施要項＞ 

 日程等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

 

＜全体資料＞ 

 ○文部科学省関係 

・学習指導要領の趣旨について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

 ○県教育委員会関係 

・学習指導要領の実施を受けて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

・ICT を活用した教育の推進について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 

・教育センターホームページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

 

＜部会資料＞ 

 ○共通 

・教育課程一般（総則） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

 ・道徳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

 ・総合的な学習の時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

 ・特別活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

○小学校 

 ・国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 

 ・社会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

 ・算数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

 ・理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

 ・生活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

 ・音楽 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 

 ・図画工作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 

 ・家庭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 

 ・体育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

 ・外国語活動・外国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

○中学校 

 ・国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 

 ・社会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

 ・数学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

 ・理科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

 ・音楽 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

 ・美術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 

 ・保健体育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 

 ・技術・家庭(技術分野) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69 

 ・技術・家庭(家庭分野) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71 

 ・外国語 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73 



- 1 - 

 

令和６年度 小・中学校教育課程運営改善連絡協議会 
［東部教育事務所管内］ 

 
１  開催期日    令和６年８月２日（金） 
 
２ 日程及び会場 
 
（１）中学校 
 
9:10     9:30            10:30     10:45             12:00  

受付 

全 体 説 明 
・国、県の施策等について 
・特別の教科道徳、総合的な学習の時
間、特別活動について 

休 憩 部 会 協 議 

 
 

部  会 全体説明会場及び部会協議会場 部  会 全体説明会場及び部会協議会場 

総  則 高松市総合教育センター 大研修室１ 美  術 県庁 北館３階３０５会議室 

国  語 県庁ホール 保健体育 香川県社会福祉総合センター第 1 中会議室 

社  会 高松市総合教育センター 大研修室２ 技  術 県庁 北館３階３０４会議室 

数  学 県教育センター４階第１・２中研修室 家  庭 県庁 北館３階３０６会議室 

理  科 高松市総合教育センター 多目的洋室 外 国 語 香川県社会福祉総合センター第 1・２研修室 

音  楽 県教育センター４階第５研修室   

  
（２）小学校 
 
13:35   13:55            14:55     15:10                   16:25  

受付 

全 体 説 明 
・国、県の施策等について 
・特別の教科道徳、総合的な学習の時
間、特別活動について 

休 憩 部 会 協 議 

 
 

部  会 全体説明会場及び部会協議会場 部  会 全体説明会場及び部会協議会場 

総  則 高松市総合教育センター 大研修室１ 図画工作 県庁 北館３階３０５会議室 

国  語 県庁ホール 体  育 香川県社会福祉総合センター第 1 中会議室 

社  会 高松市総合教育センター 大研修室２ 生  活 県庁 北館３階３０４会議室 

算  数 県教育センター４階第１・２中研修室 家  庭 県庁 北館３階３０６会議室 

理  科 高松市総合教育センター 多目的洋室 
外国語活動・ 

外国語 香川県社会福祉総合センター第 1・２研修室 

音  楽 県教育センター４階第５研修室   
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令和６年度 小・中学校教育課程運営改善連絡協議会 
［西部教育事務所管内］ 

 
１  開催期日    令和６年８月１日（木） 
 
２ 日程及び会場 
 
（１）中学校 
 
9:10     9:30            10:30     10:45             12:00  

受付 

全 体 説 明 
・国、県の施策等について 

・特別の教科道徳、総合的な学

習の時間、特別活動について 

休 憩 部 会 協 議 

                  

部  会 全体説明会場及び部会協議会場 部  会 全体説明会場及び部会協議会場 

総  則 県教育センター５階大研修室 美  術 県庁 北館３階３０５会議室 

国  語 県庁ホール 保健体育 香川県社会福祉総合センター第 1 中会議室 

社  会 県庁 北館３階３０４会議室 技  術 県庁 北館４階４０１会議室 

数  学 県教育センター４階第１・２中研修室 家  庭 県庁 北館３階３０６会議室 

理  科 県教育センター４階第７研修室 外 国 語 県教育センター３階第３研修室 

音  楽 県教育センター４階第６研修室   

 
 
（２）小学校 
 
13:35   13:55            14:55     15:10                   16:25  

受付 

全 体 説 明 
・国、県の施策等について 

・特別の教科道徳、総合的な学

習の時間、特別活動について 

休 憩 部 会 協 議 

 
部  会 全体説明会場及び部会協議会場 部  会 全体説明会場及び部会協議会場 

総  則 県教育センター５階大研修室 図画工作 県庁 北館３階３０５会議室 

国  語 県庁ホール 体  育 香川県社会福祉総合センター第 1 中会議室 

社  会 県庁 北館３階３０４会議室 生  活 県庁 北館４階４０１会議室 

算  数 県教育センター４階第１・２中研修室 家  庭 県庁 北館３階３０６会議室 

理  科 県教育センター４階第７研修室 
外国語活動・ 

外国語 
県教育センター３階第３研修室 

音  楽 県教育センター４階第６研修室   
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県教育委員会関係 

 

■ 第４期「香川県教育基本計画」の推進 

 
Ⅰ 計画策定の趣旨 

  香川県教育委員会では、平成 17 年３月に「夢に向かってチャレンジする人づくり」を基本理念と

する「香川県教育基本計画」を策定して以来、香川型指導体制の推進や教員の指導力の向上などに

取り組んできました。 

少子高齢化や人口減少、グローバル化の進展、Society5.0 時代の到来など子どもを取り巻く社会

状況が急激に変化しており、これからの時代を生き抜くために必要とされる資質・能力を育成する

施策を着実に実施することが必要です。そこで、教育におけるＩＣＴの活用など新たな教育課題へ

の対応や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中で再認識された学校の役割や課題を踏まえた

施策も盛り込み、令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とする第４期「香川県教育基

本計画」を策定しました。 

 

Ⅱ 本県の教育の基本理念 

 郷土を愛し 夢と志を持って 自ら学び 歩み続ける人づくり 

             ～自立・協働・創造を支える香川の教育～  
香川の自然や歴史、伝統、文化、産業などへの理解を深めることで、子どもたちの郷土への愛着や

誇りを育み、香川で育ったことを人生のゆるぎない礎として、どこで生きようとも、郷土の発展に思

いをはせるとともに、人生 100年時代を見据え、自分の良さや可能性を見出し、夢と志を持って、生

涯にわたって学び、歩み続ける人を、学校をはじめ家庭や地域と連携・協力しながら育成していきま

す。 
また、これからの香川の教育では、子どもたち一人ひとりが多様な個性や能力をのばし、充実した

人生を主体的に切り拓いていく「自立」と、個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし

て、共に支え合い、高め合い、社会に積極的に参画する「協働」、そして自立と協働を通じて、社会の

新しい価値や自らの未来を「創造」する力を育めるよう、学校、家庭、地域が一体となり、その学び

と成長を支えていきます。 
 

Ⅲ 本県教育の７つの重点項目と 35 の施策体系 

 １ 学力の育成 

確かな学力の育成と個に応じた教育の推進 

  ① 確かな学力の育成  ② 読解力の育成   ③ ＩＣＴを活用した教育の推進 
  ④ 小・中・高等学校を通した外国語教育の推進 ⑤ 幼児期の教育の推進  

⑥ 特別支援教育の推進  ⑦ 校種間連携の推進 
２ 心の育成 

 ○豊かな心、多様性を尊重する心の育成 

① 道徳教育の充実         ② 自己肯定感・自己有用感の育成  

③ 豊かな感性や情操の育成     ④ 人権・同和教育の推進 
 ○共感的理解に基づく生徒指導の充実 

 ① いじめや暴力の未然防止     ② 不登校児童生徒への支援 

 ③ インターネットの適正利用とネット・ゲーム依存予防対策の推進 

令和６年度 学習指導要領の実施を受けて 
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３ 体の育成 

○未来を支える健やかな体づくりの推進 

① 体力づくりの推進  ② 健康教育の推進  ③ 食育の推進 

４ 郷土を愛し、郷土を支える人材の育成 

 ○郷土を支える教育の推進 

 ① 郷土に誇りを持つ教育の推進  ② 社会に参画する力の育成  ③ キャリア教育の推進 

  ○地域を担うグローバル人材の育成  

① グローバル人材の育成  ② 課題解決能力の育成  

５ 安全・安心で、魅力あふれる学校づくり 

 ○安全で安心できる学校づくり 

 ① 学校の安全・安心の強化 ② 学校施設等の整備、充実  ③ 学びのセーフティネットの構築 
○教職員の資質・能力の向上 

 ①  優れた教職員の確保と資質・能力の向上  ②  学校における働き方改革の推進 
○信頼され魅力ある学校づくり 

 ①  地域と協働する学校づくりの推進  ②  学校の特色化・魅力化の推進 
６ 家庭や地域での学びの環境づくり 

 ○家庭・地域の教育力の向上 

 ① 家庭の教育力の向上  ② 地域の教育力の向上   
○いつでも学べる環境づくり 

 ① 子どもが読書に親しめる環境づくり  ② 生涯学べる環境づくり 
７ スポーツの振興 

 ○多様なスポーツ環境づくり 

 ① 生涯にわたりスポーツに親しむことができる環境づくり 
○スポーツ競技力の向上 

 ① トップアスリートをめざし、競技力を高めることができる環境づくり 
 

数値目標一覧 

番 号 指標 現状 令和７年度の目標 

１ 学力の育成   

1 「授業の内容がよく分かる/だいたい分かる」と回答した児童生徒の
割合 

小学校5年生 73.1％ 
中学校2年生 59.5％ 

小学校5年生 77％ 
中学校2年生 65％ 

2 全国学力・学習状況調査における正答率40%未満の児童生徒の割合の

全国平均との差 

小学校6年生 -1.8pt 
中学校3年生  0.0pt 

（Ｒ元年度） 

小学校6年生 -2.4pt 

中学校3年生 -0.6pt 

3 「読書は好きですか」との質問に、「好き」または「どちらかといえ
ば好き」と回答した児童生徒の割合 

小学校5年生  79.7％ 
中学校2年生  74.0％ 

小学校5年生 82％ 
中学校2年生 75％ 

4 授業中にＩＣＴを活用して指導することができる教員の割合 

小 学 校    68.8％ 

中 学 校    59.2％ 
高 校       85.4％ 
特別支援学校 70.5％ 

（Ｒ元年度） 

小学校 100％ 
中学校 100％ 

高校 100％ 
特別支援学校 100％ 

5 
「英語の授業では、生徒同士で英語で問答したり意見を述べ合ったり
する活動が行われていたと思いますか」との質問に「当てはまる」ま
たは「どちらかといえば、当てはまる」と回答した生徒の割合 

中 学 校  75.8％ 

（Ｒ元年度） 中学校 80％ 

6 幼小の円滑な接続に向け、接続期のカリキュラムを検討する研修会に
参加した幼稚園の割合 20.5％ 80％ 

7 
通常の学級に在籍する、障害のある児童生徒などのうち、特別な支援

を必要とする児童生徒※の中で、「個別の指導計画」が作成されてい
る割合  ※通級による指導対象者を除く 

小 学 校  37.3％ 
中 学 校  11.0％ 

小学校  60％ 
中学校  50％ 

8 異校種の児童生徒を対象とした交流事業を行っている県立高校の割

合 24.1％ 50％ 

２ 心の育成   

9 「人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか」との質問に、「思
う」と回答した児童生徒の割合 

小学校5年生 77.2％ 
中学校2年生 76.1％ 現状を上回る水準 
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10 「自分には、よいところがあると思いますか。」との質問に、「思う」

または「どちらかと言えば思う」と回答した児童生徒の割合  
小学校5年生 71.2％ 

中学校2年生 66.4％ 
小学校5年生 72％ 

中学校2年生 67％ 

11 
「本（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）を読んだり借りたりする
ために、学校図書館・学校図書室や地域の図書館にどれくらい行きま

すか」との質問に、月に１～３回以上と回答した児童生徒の割合 

小学校5年生 71.9％ 
中学校2年生 33.1％ 

小学校5年生 76％ 
中学校2年生 38％ 

12 人権・同和教育教職員ハンドブックを活用して校内研修を行った学校
の割合 50.8％ 100％ 

13 「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか」との
質問に、「思う」と回答した児童生徒の割合 

小学校5年生 86.9％ 
中学校2年生 82.5％ 現状を上回る水準 

14 「学校に行くのは楽しいと思う。」に「思う」または「どちらかと言
えば思う」と回答した児童生徒の割合 

小学校5年生 80.3％ 
中学校2年生 76.5％ 

小学校5年生 83.0％ 
中学校2年生 82.3％ 

15 

「携帯電話やスマートフォン、ゲーム機などを使う場合、家の人と決
めた使用ルールを守っていますか」との質問に、「守っている」また
は「どちらかといえば守っている」と回答した回答した児童生徒の割

合 

小学校5年生 72.5％ 
中学校2年生 60.6％ 

小学校5年生 75％ 
中学校2年生 66％ 

３ 体の育成   
16 全国体力・運動能力調査の体力合計得点の全国順位の平均  27位（Ｒ元年度） 20位以内 

17 肥満傾向児童生徒の出現率の平均（各校種の出現率５年間平均） 

小 学 校  7.76％ 
中 学 校  9.27％ 

高  校  10.11％ 
（Ｈ28～Ｒ2年度平均） 

現状からの減少 

18 栄養教諭・学校栄養職員による教科等における食に関する指導を行っ

ている割合 
小 学 校  96.0％ 

中 学 校  79.1％ 
小 学 校  100％ 

中 学 校  100％ 
４ 郷土を愛し、郷土を支える人材の育成   

19 
「今住んでいる地域（香川県）の歴史や自然、産業について関心があ
りますか。」との質問に、「ある」または「どちらかといえばある」

と回答した児童生徒の割合 

小学校5年生 66.4％ 
中学校2年生 44.3％ 

小学校5年生 68.7％ 
中学校2年生 53.2％ 

20 外部の関係機関から講師を招へいして主権者教育や消費者教育、金融
教育等の取組みを行っている県立高校の割合 62.1％ 100％ 

21 「総合的な探究の時間」や「課題研究」の授業などで、地元の自治体
や大学、企業等と連携した取組みを行っている県立高校の割合 79.3％ 100％ 

22 生徒が英語を用いた言語活動を、授業の半分以上において行っている

公立高校の教員の割合 69.3％（Ｒ元年度） 80％ 

23 課題解決型学習の推進に向けての校内研修を実施している県立高校
の割合 34.5％ 100％ 

５ 安全・安心で、魅力あふれる学校づくり   

24 
学校安全に関する外部の専門家や学校教育の専門家との連携を図る
など、学校安全計画や避難訓練等を外部有識者がチェック・助言する

体制が整備されている学校の割合 

41.6％ 
（Ｈ30年度） 60％ 

25 県立学校におけるトイレの洋式化の割合 県立中学･高校60.6％ 
特別支援学校 81.4％ 

県立中学・高校 
65％ 

特別支援学校 85％ 
26 経済的な理由で修学が困難な生徒等に対する奨学金の貸与 － 着実な実施 

27 「授業の内容がよく分かる/だいたい分かる」と回答した児童生徒の割合【再掲】 
小学校5年生 73.1％ 

中学校2年生 59.5％ 
小学校5年生 77％ 

中学校2年生 65％ 
28 県立学校教職員の年次休暇の年間取得日数 9.1日 15日以上 

29 

「地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなどの仕組みを生かし

て、保護者や地域の人との協働による活動を行いましたか」との質問
に「よく行った」または「どちらかといえば、行った」と回答した学
校の割合 

小 学 校  78.6％ 
中 学 校  63.2％ 

（Ｒ元年度） 

小 学 校  83％ 
中 学 校  68％ 

30 探究発表会（相当以上の発表会）に参加した県立高校数 14校 19校 

６ 家庭や地域での学びの環境づくり   

31 保護者学習会への「さぬきっ子安全安心ネット指導員」の派遣数（年
度） 25回 75回 

32 
「地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなどの仕組みを生かして、保護

者や地域の人との協働による活動を行いましたか」との質問に「よく行った」

または「どちらかといえば、行った」と回答した学校の割合【再掲】 

小 学 校  78.6％ 

中 学 校  63.2％
（Ｒ元年度） 

小 学 校  83％ 
中 学 校  68％ 

33 親子読み聞かせ教室に参加した保護者の割合 61.2％ 76％ 

34 県立図書館の利用者数 463,054人 
（Ｈ29～Ｒ元年度平均） 480,000人 

７ スポーツの振興   

35 成人の週１回以上のスポーツ実施率 54.9％（Ｒ元年度） 65％ 

36 オリンピック大会に出場した本県関係の選手数 2人 
（過去5大会平均） 3人（Ｒ6年度） 

37 国民体育大会男女総合成績 31位 

（Ｈ27～Ｒ元年度平均） 20位台 
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■ 今年度の重点 

 
 

  

「授業づくりの三訓」を授業改善の視点とし、全教職員で一人一人の子どもに確かな学力の育

成と個に応じた教育を推進しましょう。 

※ 詳細については、①「これからの『さぬきの教員』に求められる授業づくりの三訓と２つの柱（リーフレット）を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

しかけて待って 語らせつないで 認め励ます 
基本が定着してから活用さ

せるだけでなく、活用から入る

授業展開も考えられます。その

際、どのようなしかけが必要で

すか。しかけた後、子どもの反

応を見ながら待つ姿勢を大切

にしましょう。 

子どもが語り始めるため

に、どのような発問で子ども

の考えを引き出しますか。 

子どもの言葉を拾 

い、次の語りに向 

けて、教員がつな 

ぎましょう。 

目に見える、見えないにか

かわらず、子どもが努力した

ことを捉えて、どのような言

葉を返しますか。授業を通し

て子どもの自己有用感を高

め、次の学習への意欲付けに

つなげましょう。 

「個を活かす協働的な学び」とは、子どもたちが課題解決に取り組む中で、個々

の考えやよい点を尊重しながら交流し、自らの知識や技能を組み合わせたり、新た

な価値を創造したりしながら解決を図る学びのことです。 
 

「個に応じた指導」とは、子どもの学習内容の習熟の度合いだけでなく、一人一人

の発達段階や特性、問題意識、学ぶ目的等に応じた指導のことであり、「個別最適な

学び」を指導者の視点で整理したものです。 

一人一人の子どもに確かな学力を ～全教職員で～ 

○ 知的好奇心を喚起し、主体的に考える姿勢を育むこと 

ができるよう、子どもにとって学びがいのある課題を設定する。 

○ 子どもの自由な発想や多様な考えを受け入れるなど、どの子どもも参加しや

すい学び合いになるよう工夫する。 

○ 授業中やその前後に子どもの実態を把握するなど、 

子ども一人一人の学習の状況を見取る。 

○ 目の前の子どもの理解の状況に合わせて対応を工夫し、学習内容が身に付くよ

うな手立てを用意する。 

指導のポイント 

授業づくりの三訓 

① 

指導のポイント 

「個を活かす協働的な学び」の実現へ 

「個に応じたきめ細かな指導」の充実へ 
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児童生徒へのかかわりの基本姿勢として、「さぬきの教員 かかわりの三訓」を自分自身

の意識に浸透させるとともに、児童生徒の自己有用感の育成を目指したかかわりを、全教

職員で推進していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ☑の詳細については、①～③の資料を参照（県教委ＨＰに掲載）①      ②      ③ 

①「子どもは待っています 先生のあたたかい手を」 
②「ありのままの自分でいられる学級をどの子にも」 
③「自己有用感を高める３つの視点」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 児童生徒の話を、寄り添う姿勢で最後まで聴く。 
☑ 表情や様子を見取りながら、ありのままの声を聴いていますか？ 

 

 

○ 一人の児童生徒により多くの教職員がかかわる。 
☑ 教職員全員で「共通のかかわり方」を確認し、共通実践できていますか？ 

 

 

○ 学校の教育目標に照らして、一貫した指導をする。 
☑ 言動の背景をとらえ、見通しをもって、粘り強くかかわることができていますか？ 

○ 見通しと振り返りの場を保障する。 
  期待する子どもの姿 

例）「これまで、みんなで築いてきた学級や学校の雰囲気をさらによくしていこう。」 
    「あの時、私は○○さんに励まされ、支えられたからこそ、今の自分がある。」 
 

○ 成長を信じて、任せる。 
期待する子どもの姿 

例）「初めて自分たちの力だけで、やり遂げることができた。」 
「意見が分かれても、納得するまでみんなと話し合えた。」 

 

○ 過程を認める。 
期待する子どもの姿 

例）「○○さんの意見は、私たちの気持ちが変わるきっかけになった。」 

    「自分たちで計画して、最後までやり遂げることができたことは、大きな自信になる。」 

豊かな人間性 ～全教職員で～ 

一 共感的に受け止め 

二 チームの力で 

三 毅然と粘り強く 

「さぬきの教員 かかわりの三訓」による共通実践 

児童生徒同士の「絆」づくりのために 
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■ 令和６年度 香川県教育施策の概要（主に学力関連） 

 
Ⅰ 香川型指導体制の確立 

  新学習指導要領の円滑な実施や児童生徒の問題行動など、学校が直面する諸課題に積極的に対応

し、すべての児童生徒の学力向上に向けた指導の充実を図ることを目指し、小・中学校における 35

人学級の実施、小学校高学年における教科担任制の拡充を２つの柱とする新しい指導体制を実施す

る。 
１ 小・中学校における 35 人学級の実施 

小学校と中学校の全学年で 35 人学級を実施する。 
小学校１～４年生は、義務標準法に基づき、編制基準が 35 人である。 
小学校５、６年生は、35 人学級の実施によって増加する学級数分（学級担任分）を加配措置

する。 
中学校は全学年で、本県の編制基準を 35 人とし、定数配置する。 

 
２ 小学校高学年における教科担任制の拡充 

小学校において、児童の意欲・関心を高めたり理解を深めたりできるよう、専門性の高い指 
導や授業の質の向上を図るために、小学校高学年において、外国語や理科などの３～４教科、 
週７～８時間程度を目標に、専科担当教員による専門的な指導に必要な加配措置をする。 

加えて、学級経営の安定を図り、学力向上の基盤となる生活規律や学習習慣の指導の徹底や 
基礎学力の定着を図る指導の充実のため、特別な支援を要する児童生徒や生徒指導上の課題の 
ある児童生徒への対応等についても充実を図る。 

 

  ○ 少人数指導………… 小学校の４教科、中学校の５教科を対象とし、学校が実情に応じ

て、実施教科の選択や指導形態の工夫を行い、20 数人程度の少人数

指導等を実施できるようにする。 
○ 専任特別支援教育コーディネーター 

………… 専任の特別支援教育コーディネーターを配置し、保護者との信頼関

係の構築や学校内の関係者や福祉、医療等の関係機関との連絡調整を

行うことで、校内体制を整備し、組織的な対応により特別支援に関す

る課題を克服できるようにする。 
○ 生徒指導対応……… 小・中学校での問題行動多発化に見られる荒れ等に対応し、円滑な

授業実施のため、学年・学校全体に日常的に関われる教員を配置し、

組織体制による指導を実施できるようにする。 
 

 Ⅱ さぬきっ子学力向上事業 
 

１ 学力調査等 
○ 県学習状況調査実施事業（小学校５年生、中学校２年生）  

目   的…… 県内の児童生徒の学力や学習状況をきめ細かく把握し、指導方法の工夫・

改善に役立てるとともに、児童生徒の理解の程度に基づく個に応じた指導な

どを実施する契機とする。 

時   期……小学校：10 月 29 日～11 月 8 日までの期間で学校の都合のよい日 

        中学校：11 月 5 日～11 月 14 日までの期間で学校の都合のよい日 
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２ 学校力向上事業 

(1) 学力向上モデル校事業（先導的な研究推進） 

先導的に学力向上の研究に取り組む学校・園をモデル校（地区）として指定し、その成果

の普及を図ることで、県内小中学校の教育力を高め、児童生徒の確かな学力の向上に資する。 
    

 

 
    
 

 

 

(2) 香川の教育づくり発表会 

先導的な研究に取り組むモデル校及び積極的に自校の研究を発表する学校等が、研究内容

や成果について発表を行い、今後の各幼稚園・こども園、小・中学校、特別支援学校の指導

の一層の充実を図る。 
       
 

 

 

３ 教員の学習指導と学級経営力向上事業 

    (1) 総合授業力リーダーによる授業公開等 

     小・中学校の各教科及び道徳において優れた指導技術を持つ教員に総合授業力リーダーを

委嘱し、各自年１回程度、授業公開と討議会を実施することを通して、参観する教員の授業

力向上に役立てる。令和６年度は、全 17 本授業を公開するとともに、令和３～５年度に撮影

した全 24 本の動画を教員研修で活用できる授業アーカイブとして公開する。 
        

 

(2) 学校教育力向上支援事業（さぬき学びの支援隊） 

退職教職員の優れた能力を活用することにより、小中学校教職員の実践的指導力や職務遂

行能力の向上等を図るため、各小中学校からの要請により退職教職員を学校に派遣する。 
 

(3) せとうち先生スキルアップチャンネル事業 

効率的かつ効果的に研修ができる機会を確保し、若年教員の指導力を向上させるため、県

教育委員会 HP に「せとうち先生スキルアップチャンネル」の開設を行い、研修動画を公開す

る。 

日  時：令和６年 12 月 26 日（木）オンライン 

発表校：県内モデル校等約 20 校程度  

内  容：研究成果等の発表及び意見交換 

総合授業力リーダー連絡協議会 令和６年５月 28 日（火） オンライン開催 

学習状況調査実施に係る説明会   

令和６年 10 月 １日（火） 県立・国立・東部管内小中学校：県教育センター 

 令和６年 10 月 ２日（水） 西部管内小中学校：県教育センター 

授業改善に向けての協議会 

 令和７年 １月 24 日（金） 中学校：県教育センター 

令和７年 １月 27 日（月）  小学校：県教育センター 

※各会共にオンラインに変更の場合あり 

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現推進モデル校 
・課題解決型学習実践モデル校 
・国際理解教育推進モデル校 
・外国語教育推進モデル校 
・「読解力」向上推進モデル校 
・幼小連携モデル地区（１地区） 
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４ 子どもの学ぶ姿勢を育む事業 

(1) 科学の甲子園ジュニア 

理数系の競技に協働して取り組むことを通じて、中学生が科学の楽しさ、面白さを知ると

ともに、科学を学ぶことの意義を実感できる場を提供することで、優れた人材の育成を目的

とする。 
  
 

 
    

 
 Ⅲ 全国学力・学習状況調査の実施及び結果活用 

   １ 実施の対象・調査内容 

・令和６年４月 18 日（木） 

・対象学年（小６、中３）の全児童生徒を対象とした悉皆調査により、すべての市町村・ 

学校等の状況を把握する。 

    ・調査対象・事項‥‥小学校６年生：国語・算数、質問紙調査 

中学校３年生：国語・数学、質問紙調査   

 

２ 結果活用 

国から提供された調査結果をもとに、教育センターが本県の課題や指導方法等の改善策

を「報告書」として示すとともに、各学校が自校のデータを表やグラフで表示できる「活

用ツール」を提供する。 

 

３ 全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた協議会 

全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえ、各学校が学習指導の改善・充実を図る際

の参考となるよう、学習指導の改善・充実に向けて協議を行う。本年度は国語について実

施する予定。 

    

Ⅳ 研究指定校事業等 

    １ 教育課程特例校【Ｒ６指定市町】  

・直島町   小：第１・２学年において「外国語活動」を実施 

第３～６学年において「外国語」を実施 

中：「外国語」の時数を増加して実施 

・宇多津町  中：「オールイングリッシュの授業を実施」 

・東かがわ市 小：第１～６学年において「英語科」を実施 

 

    ２ ＮＩＥ教育推進事業 

     子どもに新聞教材の活用を通して必要とされる情報活用能力や、変化が激しい社会にお

いて自ら判断し行動できる資質・能力を育成する。 

 

 

 

第 12 回 科学の甲子園ジュニア 香川県大会 令和６年８月 25 日（日）県教育センター 

〃   全国大会  令和６年 12 月 13 日（金）～15 日（日）アクリエ姫路 
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■ ＩＣＴを活用した教育の推進 

 
Ⅰ 香川県学校教育情報化推進計画 

ＩＣＴを適切かつ効果的に活用し デジタル社会を主体的に生きる人づくり 

 ○ 児童生徒が、ＩＣＴを受け身に捉えるのではなく、主体的に活用することで、より良い社会を

創っていける人材に育つことを目指す。 

 ○ そのために本県では、学校教育において児童生徒が日常的にＩＣＴを活用できる環境を整備

し、教員が授業等での適切かつ効果的な活用することによって、児童生徒の主体的な活用を促

し、未来の社会で生きていくために必要な資質・能力を育む。 

 ○ 令和５年度から令和７年度の３年間を計画期間とする。 

基本方針  方針１：ＩＣＴを活用した児童生徒の資質・能力の育成 

        方針２：教職員のＩＣＴ活用指導力の向上と人材の確保 

        方針３：ＩＣＴを活用するための環境の整備 

        方針４：ＩＣＴ推進体制の整備と校務の改善 

計画の数値目標一覧 

番 号 指標 現状 
（令和５年度） 

目標 
（令和７年度） 

1 
学習の中でＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を使うのは、勉強の
「役に立つと思う」又は「どちらかといえば、役に立つと思う」と
回答した児童生徒の割合 

小 学 校    95.3％ 
中 学 校    92.5％ 
（Ｒ５年４月時点） 

小学校   96.0％ 
中学校   94.0％ 
 

2 児童生徒一人一人に配備されたＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器

を、授業で「ほぼ毎日」活用していると回答した学校の割合 

小 学 校    58.1％ 
中 学 校    35.8％ 
（Ｒ５年４月時点） 

高等学校    20.7％ 
特別支援学校 55.6％ 
（Ｒ５年10月時点） 

小学校   86.0％ 
中学校   78.6％ 
 

高等学校  52.4％ 
特別支援学校73.4％ 

3 授業中にＩＣＴを活用して指導することができる教員の割合 

小 学 校    74.4％ 

中 学 校    63.3％ 
高等学校    84.2％ 
特別支援学校 82.6％ 

（Ｒ５年３月時点） 

小学校   100％ 

中学校   100％ 
高等学校  100％ 
特別支援学校100％ 

4 

ＩＣＴを活用した校務の効率化（事務の軽減）に取り組んでいると

回答した学校の割合 
（「よく取り組んでいる」又は「どちらかといえば、取り組んでい
る」と回答した学校の割合） 

小 学 校    96.0％ 
中 学 校    88.1％ 

（Ｒ４年４月時点） 
高等学校    96.6％ 
特別支援学校 100％ 

（Ｒ５年10月時点） 

小学校   100％ 
中学校   100％ 

 
高等学校  100％ 
特別支援学校100％ 

 
Ⅱ ＩＣＴを活用した教育の推進に向けた４つのポイント 

令和５年 12 月末に策定した「香川県学校教育情報化推進計画」の趣旨を県下の教職員へ広く周知

し、計画に基づく取組を各学校において加速させるため、今後の授業づくり等のポイントについてリ

ーフレットにまとめた。（令和６年４月に配布済み） 

○個 別最適な学びの充実 

 ☑ 1 人 1 台端末が「文具」になっていますか？ 

○協 働的な学びの充実 

☑ ＩＣＴによる「アウトプット」が充実していますか？ 

○情 報活用能力の育成 

 ☑ 情報教育を「計画的に」行っていますか？ 

○校 務におけるＩＣＴ活用 

 ☑ 「教職員自身」が日常的に活用していますか？ 

香川県学校教育情報化推進計画 

全文 

リーフレット 

全文 



  

それとも 

授業改善 
教育相談 

令和 

オンライン研修 

学び 

個別最適 

主体的 

対話的 

GIGA 
学校 

ICT 

深い 

一人一台端末 

さぬき 

ベストミックス 
DX 

情報モラル 

働き方 

現職教育 生徒指導 

活用 

その課題、ＡＩに聞く？ 

Webサイトで 

情報発信中 

教育ライブラリー 

教科書センター 
 

学校、研究会に 

研修サポート 
 

動画コンテンツ 

オンライン研修 

電話・メールで 

研究相談 
 

先生の教育相談 

も可能 

裏面でも

紹介 

香川県教育センター 

詳しくはWebサイトをチェック 
https://www.kagawa-edu.jp/educ01/ 

香川県教育センター 

C20-4162
テキストボックス
- 23 -



研修サポート・研究相談 

  
オンライン研修サイト 

調査研究報告 

授業力向上研修講座 

教育ライブラリー 

Webサイトをチェックしてください。 

 

 これらのほかにも、公開講演の聴講申し込みや退職教員等を派遣する「さぬ

き学びの支援隊」等の各事業に関係する情報や申込書等を提供しています。 

教育に関する情報が必要な時は、Webサイトや直接お電話でご相談ください。 

香川県教育センターは 
自ら学び歩み続ける子どもを育てる

学校・教職員をバックアップします。 

お問い合わせ先  香川県教育センター ０８７－８１３－０９５５（代表） 

C20-4162
テキストボックス
- 24 -
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教育課程一般（総則）                  
 

Ⅰ 改訂の要点 

１ 学校教育法施行規則改正の要点 

各教科等の種類や授業時数等について、次のような改正を行った。 

（１）小学校第３・４学年に「外国語活動」を、第５・６学年に「外国語科」を新設。 

（２）小学校第３・４学年で新設する外国語活動に年間 35 単位時間、第５・６学年で新設する外国語 

科に年間 70 単位時間を充てる（第５・６学年の外国語活動は廃止）。 

それに伴い小学校第３学年から第６学年で年間 35 単位時間増加。 

２ 前文の趣旨及び要点 

（１） 教育基本法に規定する教育の目的や目標の明記とこれからの学校に求められること。 

（２） 「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すこと。 

（３） 学習指導要領を踏まえた創意工夫に基づく教育活動の充実。 

３ 総則改正の要点 

（１） 資質・能力の育成を目指す「主体的・対話的で深い学び」 

○ 学校教育を通して育成を目指す資質・能力を「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」

「学びに向かう力、人間性等」に再整理し、それらがバランスよく育まれるよう改善。 

○ 言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力や、現代的

諸課題に対応して求められる資質・能力を教科等横断的な視点に基づき育成されるよう改善。 

○ 資質・能力の育成を目指し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が推進

されるよう改善。 

○ 言語活動や体験活動、ＩＣＴ等を活用した学習活動等を充実するよう改善するとともに、情

報手段の基本的な操作の習得やプログラミング教育を新たに位置付け。 

 
 

＊プログラミング教育： 
子供たちに、コンピュータに意図した処理を行うように指示することができるということを 

体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力と 
しての「プログラミング的思考」などを育成するもの。 

 
＊プログラミング的思考： 

自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ 
一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのよう 
に改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力。 

 

（２）カリキュラム・マネジメントの充実 

○ カリキュラム・マネジメントの実践により、校内研修の充実等が図られるよう章立てを改善。 

○ 児童生徒の実態等を踏まえて教育の内容や時間を配分し、授業改善や必要な人的・物的資源

の確保などの創意工夫を行い、組織的・計画的な教育の質的向上を図るカリキュラム・マネジ

メントを推進するよう改善。 

（３）児童生徒の発達の支援、家庭や地域との連携・協働 

○ 児童生徒一人一人の発達を支える視点から、学級経営や生徒指導、キャリア教育の充実につ

いて明示。 

○ 障害のある児童生徒や海外から帰国した児童生徒、日本語の習得に困難のある児童生徒、不

登校の児童生徒など、特別な配慮を必要とする児童生徒への指導と教育課程の関係について明

示。 

○ 教育課程の実施に当たり、家庭や地域と連携・協働していくことを明示。 
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Ⅱ 教育課程の編成・実施等のポイント 

１ 育成を目指す資質・能力（第１章第１の３）について 

○ 育成を目指す資質・能力を三つの柱で再整理することの意図。 

・ 経験年数の短い教師であっても、各教科等の指導を通して育成を目指す資質・能力を確実に

捉えられるようにすること。 

・ 教科等横断的な視点で教育課程を編成・実施できるようにすること。 

・ 学校教育を通してどのような力を育むのかということを社会と共有すること。 

 

２ カリキュラム・マネジメントの充実（第１章第１の４）について 

○ 児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握すること。 

・ 各種調査結果やデータ等に基づき、児童生徒の姿や学校及び地域の現状を定期的に把握。 

・ 保護者や地域住民の意向等を的確に把握。 
 

○ カリキュラム・マネジメントの三つの側面を通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各

学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。 

・ 教科等横断的な視点で教育の内容を編成する例については、学習指導要領解説総則編の付録

を参照。 

・ 教育課程の評価や改善（ＰＤＣＡ）は、学校評価と関連付けながら実施。 

・ 学校運営協議会制度や地域学校協働活動等の推進により、教育課程を介して学校と地域がつ

ながり、地域でどのような子供を育てるのかといった目標を共有。 

 

３ 学校段階等間の接続（第１章第２の４の⑴⑵）について 

（１）幼児期の教育との接続及び低学年における教育全体の充実 

○ 小学校においては、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫。 

○ 小学校の入学当初における生活科を中心とした「スタートカリキュラム」の充実。 

（２）小学校教育、中学校教育、高等学校教育の接続 

○ 小学校と中学校の接続に際しては、義務教育の９年間を通して児童生徒に必要な資質・能力を

育むことを目指した取組が求められる。具体的には、例えば同一中学校区内の小学校と中学校の

間の連携を深めるため、次のような工夫が考えられる。 

・ 学校運営協議会や地域学校協働本部等の各種会議の合同開催を通じて、各学校で育成を目指

す資質・能力や教育目標、それらに基づく教育課程編成の基本方針などを、学校、保護者、地

域間で共有して改善を図ること。 

・ 校長・副校長・教頭の管理職の間で、各学校で育成を目指す資質・能力や教育目標、それら

に基づく教育課程編成の基本方針などを共有し、改善を図ること。 

・ 教職員の合同研修会を開催し、地域で育成を目指す資質・能力を検討しながら、各教科等や

各学年の指導の在り方を考えるなど、指導の改善を図ること。 

・ 同一中学校区内での保護者間の連携・交流を深め、取組の成果を共有していくこと。 

○ 中学校までの教育課程においては、生徒が履修する教育課程を選択するということはないため、

選択履修を行う高等学校への接続に関連して、生徒が適切な教科・科目を選択できるよう指導の

充実を図ることが重要。 

 

４ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（第１章第３の１の⑴）について 

 〇 授業改善を行うための三つの視点 

・ 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しをも

って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現で
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きているかという視点。 

・ 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通

じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているかという視点。 

・ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働

かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、

問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学

び」が実現できているかという視点。 

○ 思考・判断・表現の過程 

・ 物事の中から問題を見いだし、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法を探して

計画を立て、結果を予測しながら実行し、振り返って次の問題発見・解決につなげていく過程。 

・ 精査した情報を基に自分の考えを形成し表現したり、目的や状況等に応じて互いの考えを伝

え合い、多様な考えを理解したり、集団としての考えを形成したりしていく過程。 

・ 思いや考えを基に構想し、意味や価値を創造していく過程。 

 

５ 学習評価の充実（第１章第３の２の⑴）について 

○ これまでの４観点から、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」

の３観点への整理を検討。 

○ 「知識」には、個別の事実的な知識のみではなく、それらが相互に関連付けられ、さらに社会

の中で生きて働く知識となるものが含まれている点に留意。 

○ 「主体的に学習に取り組む態度」として観点別学習状況の評価（学習状況を分析的に捉える）

を通じて見取ることができる部分と、観点別学習状況の評価や評定にはなじまず、こうした評価

では示しきれないことから個人内評価（個人のよい点や可能性、進歩の状況について評価する）

を通じて見取る部分がある。 
 

「学びに向かう力・人間性等」に示された資質・能力には、感性や思いやりなど幅広いものが 

含まれるが、これらは観点別学習状況の評価になじむものではないことから、評価の観点として 

は学校教育法に示された「主体的に学習に取り組む態度」として設定し、感性や思いやり等につ 

いては観点別学習状況の評価の対象外とすべきである。        （中央教育審議会答申） 
 

 

６ 特別な配慮を必要とする児童生徒への指導（第１章第４の２の⑴）について 

（１）障害のある児童生徒への指導 

○ 特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒については、個別の教育

支援計画や個別の指導計画を全員について作成する。 

○ 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒については、個別の教育支援計画及び個別の指導計

画の作成に努める。 

（２）海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒の指導 

○ 本人に対するきめ細かな指導とともに、他の児童生徒についても、互いの長所や特性を認め、

広い視野をもって異文化を理解し共に生きていこうとする姿勢を育てるよう配慮。 

○ 日本語の習得に困難がある児童生徒に対し、日本語の能力に応じた特別の指導を行うための特

別の教育課程を編成し、実施することが可能。 

（３）不登校児童生徒への配慮 

○ 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」第３条第２

号及び第３号において、「不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児

童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること」、「不登校児童生徒が安心して教育

を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること」と規定。 
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○ 不登校児童生徒が悪いという根強い偏見を払拭し、学校・家庭・社会が不登校児童生徒に寄り

添い共感的理解と受容の姿勢をもつことが、児童生徒の自己肯定感を高めるためにも重要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 香川の新しい指導体制の在り方 ─「個を活かす協働的な学び」の実現に向けた授業改善─ 

  （小中学校における新しい指導体制の在り方検討委員会、令和３年２月） 

１ これまでの成果と課題 

（１）成果 

〇 教員による基礎・基本の定着を重視した丁寧な指導による「個に応じたきめ細かな指導」の確

立。 

（２）課題 

〇 授業において教員が説明しすぎる傾向があり、児童生徒が受け身となり、自由な考えが生まれ

にくくなるおそれ。 

 

 

 

 

 

 

２ 授業改善の方向性 

（１）個を活かす協働的な学び合い 

 ○ 興味・関心に応じた課題や、深める価値のある課題を設定し、多様性や協働性を発揮しながら

課題解決へ。 

 ○ 成果の実感、自己肯定感や自尊意識の向上につなぐ。 

○ 協働的な学び合いの中で、個の学びが保障されることが重要。 

（２）学んだ知識・技能の活用 

 ○ 基本と応用・実践とを一体的なものとしてとらえ、両者を自由に往来できる学習が重要。 

 ○ 知識・技能の定着に多くの時間が取られ、知識・技能を活用する応用・実践の機会が不十分に

ならないように留意。 

（３）フィードバック 

 ○ 自分の学習状況を見つめ、調整。 

 ○ 児童生徒相互のフィードバックや自己評価等の自分のフィードバックが有効。 

「個に応じたきめ細かな指導」による基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得に加えて、「個

を活かす協働的な学び」という視点にも軸足を置き、知識・技能を活用したり、多様な他者と

協働しながら課題を解決したりして新たな価値を創造する力を身に付けることが大切 

■不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整えます。 
・不登校特例校の設置を促進 ・校内教育支援センターの設置を促進 など 

■心の小さな SOS を見逃さず、「チーム学校」で支援します。 
 ・１人１台端末を活用した心や体調の変化の早期発見を推進 など 
■学校の風土の「見える化」を通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にします。 
 ・学校で過ごす時間の中で最も長い「授業」を改善 など 

（文部科学省「COCOLO プラン」（令和５年３月）より抜粋） 
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道徳科部会（小・中学校） 

Ⅰ 道徳科における学習指導改善のポイントと課題 

１ 学習指導改善のポイント 

○ 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及び道徳教育の要となる道徳科の授業の推進・充実 

（１）カリキュラム・マネジメント 

・学校が主体的に子どもや地域の実  

態など様々な事項を的確に把握して  

育てたい子ども像を明確にして目標 

を設定し、計画を立てて、教職員が 

共通理解、共通実践できるようにす 

る。 

・学校教育目標に合わせて、各校の  

重点内容項目を設定する。そして、 

道徳教育の全体計画、道徳科の年間 

指導計画をつくっていく。この道徳科の年間指導計画は、重点内容項目に合わせて配当時間が決めら 

れる。さらに、一般的には、道徳科と各教科、行事等の関連を時期ごとに整理した別葉の作成も指導 

要領には示されている。 

・校長及び道徳教育推進教師のリーダーシップの下に学校の全教師による一貫性のある道徳教育が組 

織的に展開できる。また、年度の途中や学年会議等においても道徳教育の諸計画について確認したり、 

意見交換したりする機会を短時間でもよいのでこまめに設けることが大切である。 

（２）補充・深化・統合 

   

・各教科、（外国語活動）、総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育として取り扱う機会

が十分でない内容項目に関わる指導を補うことや、児童生徒や学校の実態等を踏まえた指導をより

一層深めること、内容項目の相互の関連を捉え直したり発展させたりすることに留意することで全

教育活動を通じて行う道徳教育がより充実していく。 

（３）「考え、議論する道徳」への転換、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善 

・よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を

見つめ、物事を（広い視野から）多面的・多角的に考え、自己の（人間としての）生き方についての

考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

・「答えが一つではない課題に子どもたちが道徳的に向き合い、考え、  

議論する」道徳教育への転換により児童生徒の道徳性を育む。 

・道徳的価値、児童生徒の実態、教材の活用について教師が明確な指  

導の意図をもつことが大切である。 

２ 学習指導における課題 

○自己の生き方についての考えを深める道徳科の授業 

 ・主体的に自分との関わりで考える 

児童生徒が自己の（人間としての）生き方についての考えを深めるためには、自分事として道徳的

価値に向き合う必要がある。しかし、教材を読み、登場人物の置かれた立場を考える際に、登場人物

の心情理解のみの学習活動で終わってしまうと、児童生徒は自分との関わりで道徳的価値をとらえる

ことは難しい。また、主題やねらいの設定が不十分な単なる生活体験の話合い、望ましいと分かって

全教育活動を通じて行う道徳教育の中では 
補充 ･･･ 機会が少ないから道徳科の授業で確実に扱う。 
深化 ･･･ 十分な指導ができず、心に届いていないから道徳科の授業でしっかり指導する。 
統合 ･･･ ばらばらなので、つながりを知り、より深く理解したり、発展させたりする。 
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いることを言わせたり書かせたりすることに終始する授業では、生活場面での実践意識とつながりに

くい。 

・多様な考え方、感じ方と出会い交流する 

他者と協働的に学ぶ機会を設定し、（広い視野から）多面的・多角的に考えることを経験させること

で、他者理解につながる。ペアで考えを伝え合うことだけで終わるのではなく、多様な他者の考えに

触れる機会を設定し、自分の考えとの差異を意識することで、その理由を主体的に質問して考えを深

めることのできる学習活動が必要である。 

 

Ⅱ 課題の解決に向けて（指導の改善・充実） 

○ 指導の改善・充実のポイント 

（１）自己の生き方についての考えを深める道徳科の授業につながる指導方法 

 ・読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習 

教材の登場人物の判断と心情を自分との関わりにおいて多面的・多角的に考えることを通し、道徳

的価値の理解を深めること 

 ・問題解決的な学習 

児童生徒の考えの根拠を問う発問や、問題場面を自分に当てはめて考えてみることを促す発問など

を通じて、問題場面における道徳的価値の意味を考えさせること 

・道徳的行為に関する体験的な学習 

疑似体験的な活動（役割演技など）を通して、実際の問題場面を実感を伴って理解することで、様々

な問題や課題を主体的に解決するために必要な資質・能力を養うこと 

（２）ＩＣＴの効果的活用 

【一般的な道徳の学習指導過程におけるＩＣＴ活用例】 

段
階 

導入 展開 終末 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
例 

・実態や問題の提示 

（画像や映像、アン

ケート結果表・グラ

フ等） 

・教材の提示（画像や映像等） 

・自分の考えをもつ（ＩＣＴ端末に示す） 

・他者の考えを知る 

（ＩＣＴ端末に共有する）（表やグラフ等） 

・話し合う（直接的な対話） 

・自己を見つめる（ＩＣＴ端末に蓄積する） 

・生活の様子の提示 

（画像や映像等） 

・外部の方の言葉の提示 

（画像や映像等） 

【ＩＣＴ活用のメリット】 

・ＩＣＴ端末を活用することで、道徳科の学習において求められる児童生徒一人一人の感じ方や考

え方を視覚化し、これまで以上に生かすことが可能となり、自己理解や他者理解を促すような協働

的な学びを効率的に行うために活用することが考えられる。 

 ・授業中に行うアンケートでもその場で結果を確認することが可能となる。このように、ＩＣＴ機

器を利用して学級全体の傾向を即時的に提示することで、全体的な変容を捉えることができ、自己

を見つめ直す際の手がかりとすることができる。 

・毎時間蓄積された児童生徒の考えは、継続的に行われた道徳科の授業で一人一人の児童生徒の学

習状況を見取って行われる評価の資料として活用することができる。 

 

Ⅲ 参考となる資料等 

・小学校・中学校学習指導要領（平成 29 年３月告示）解説 特別の教科 道徳編（平成 29 年７月） 

・道徳教育アーカイブ ～「特別の教科 道徳」の全面実施に向けて～ https://doutoku.mext.go.jp/ 

・考える道徳への転換に向けたワーキンググループにおける審議の取りまとめについて（報告） 

             平成 28 年８月 26 日 考える道徳への転換に向けたワーキンググループ 
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総合的な学習の時間部会（小・中学校） 

Ⅰ 総合的な学習の時間における学習指導改善のポイントと課題 

１ 学習指導改善のポイント 

○ 学習指導要領改訂の要点 

 平成 29 年告示の学習指導要領解説において、学習指導の改善・充実に向けて、次のようなことが示

されている。 

（１）改訂の趣旨 

  総合的な学習の時間は，学校が地域や学校，児童生徒の実態等に応じて，教科等の枠を超え

た横断的・総合的な学習とすることと同時に，探究的な学習や協働的な学習とすることが重要

であるとしてきた。特に，探究的な学習を実現するため，「①課題の設定→②情報の収集→③

整理・分析→④まとめ・表現」の探究のプロセスを明示し，学習活動を発展的に繰り返してい

くことを重視してきた。 

（２）改訂の要点 

 ① 改訂の基本的な考え方 

 ・ 総合的な学習の時間においては，探究的な学習の過程を一層重視し，各教科等で育成する

資質・能力を相互に関連付け，実社会・実生活において活用できるものとするとともに，各

教科等を越えた学習の基盤となる資質・能力を育成する。 

 ② 目標の改善 

 ・ 総合的な学習の時間の目標は，「探究的

な見方・考え方」を働かせ，総合的・横断

的な学習を行うことを通して，よりよく課

題を解決し，自己の生き方を考えていくた

めの資質・能力を育成することを目指すも

のであることを明確化した。 

 ・ 教科等横断的なカリキュラム・マネジメ

ントの軸となるよう，各学校が総合的な学

習の時間の目標を設定するに当たっては，

各学校における教育目標を踏まえて設定

することを示した。 

 ③ 学習内容、学習指導の改善・充実 

 ・ 各学校は総合的な学習の時間の目標を実現するにふさわしい探究課題を設定するととも

に，探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を設定するよう改善した。 

 ・ 探究的な学習の中で，各教科等で育成する資質・能力を相互に関連付け，実社会・実生活

の中で総合的に活用できるものとなるよう改善した。 

 ・ 教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力を育成するため，課題を探究する中で，

協働して課題を解決しようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり表現したりす

る学習活動（比較する，分類する，関連付けるなどの，「考えるための技法」を活用する），

コンピュータ等を活用して，情報を収集・整理・発信する学習活動（情報手段の基本的な操

作を習得し，情報や情報手段を主体的に選択，活用できるようにすることを含む）が行われ

るように示した。 

 ・ 自然体験やボランティア活動などの体験活動，地域の教材や学習環境を積極的に取り入れ

ること等は引き続き重視することを示した。 

 ・ プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付ける学習活動を行う場合には，探究

的な学習の過程に適切に位置付くようにすることを示した。 
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２ 学習指導における課題 

令和５年度全国学力・学習状況調査における質問紙調査結果によると「総合的な学習の時間では、

自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んでいます

か」の質問に対し、当てはまる・どちらかといえば、当てはまると回答した児童生徒は、小学校で 72.5％

（香川県）、74.8％（全国）、中学校で 62.2％（香川県）、72.6％（全国）となっている。また、同様

の質問項目による学校質問紙調査結果では、小学校で 91.9％（香川県）、92.7％（全国）、中学校で 80.6％

（香川県）、92.1％（全国）となっている。 

 

Ⅱ 課題の解決に向けて（指導の改善・充実） 

１ 指導の改善・充実のポイント 

（１）学習過程を探究的にすること                      

探究的な学習とするためには、学習過程が以下のようになることが重要である。 
【課題の設定】 

体験活動などを通して、課題意識をもつ。 
・身に迫った切実感のある課題を設定 
・教師の意図的な働きかけが必要 

【情報の収集】 
必要な情報を取り出したり収集したりする。 
・児童生徒が収集した情報の量と質を把握 
・体験を伴った情報の収集に配慮 

【整理・分析】 
収集した情報を、整理・分析して思考する。 
・多様で雑多な情報を整理し、再構成することが重要 
・思考ツールにより可視化・操作化→思考ツールを使うことが目的にならないように配慮 

【まとめ・表現】 
気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する。 
・相手意識や目的意識を明確にしたまとめ 

（２）他者と協働して主体的に取り組む学習活動にすること（個を活かす協働的な学び合い） 

 ○多様な情報を活用して協働的に学ぶ 

  体験活動では、それぞれの児童生徒が様々な体験を行い多様な情報を手に入れる。それらを出し

合い、情報交換しながら学級全体で考えたり話し合ったりすることで、課題が明確になっていく。 

 ○異なる視点から考え協働的に学ぶ 

物事の決断や判断を迫られるような話合いや意見交換を行うことは、収集した情報を比較したり、

分類したり、関連付けたりして考えることにつながる。そのような場面では、異なる視点からの

意見交換が行われることで、互いの考えが深まる。 

 ○力を合わせたり交流したりして協働的に学ぶ 

児童生徒同士で解決できないことも地域の人や専門家などとの交流を通じて学んだことを手掛か

りに学ぶことができる。また、地域の方との交流は、児童生徒の社会参画の意識を目覚めさせる。 

 ○主体的かつ協働的に学ぶ 

学級の中では、内省を好む児童生徒もいれば、他者との関わりに困難さを感じる児童生徒もいる。

全ての児童生徒を同じ方向に導くということではなく、それぞれの児童生徒なりに主体的に学ぶ

こと、協働的に学ぶことのよさを実感できるように工夫することが大切である。 

 

Ⅲ 参考となる資料等 

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（令和２年６月） 

「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」【小学校編】（令和３年３月） 

「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」【中学校編】（令和４年３月） 

「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」 
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特別活動部会（小・中学校） 

Ⅰ 特別活動における学習指導改善のポイントと課題 

１ 学習指導改善のポイント 

○ 特別活動で育成を目指す資質・能力の視点 

 

 

 

 

○ 特質の違いを踏まえた学級活動の指導の充実（集団としての合意形成、一人一人の意思決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

○ キャリア・パスポートの取組について 

 

 

 

 

 

＜キャリア・パスポートに期待されていること＞ 

 ・ 体系性  … それぞれの活動を育成すべき資質・能力とつなげること 

 ・ 振り返り… 記録として自己の成長を残していくこと 

 ・ 見通し  … 次の学校（学年、活動）での自分の姿に具体的な見通しをもつこと 

 ＜キャリア・パスポートのポイント＞ 

 ・ 「振り返り」と「見通し」をつなげること 

これまでの成長の記録を基に自分自身を振り返ることでしっかり自己理解につなげ、その自己理解

に基づいて次の活動や今後の自分の見通しを具体的に語らせていくことが大切。 

・ 「取捨選択・再編集」を行うこと 

一人一人のよさや自分の可能性への見通しをもたせていくために、どのように取捨選択・再編集を

行っていくかがキャリア・パスポートの取組では重要になる。 

２ 学習指導における課題 

令和５年度全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙と学校質問紙について、学級活動での話合いで「合

意形成」「意思決定」ができているかを問う質問への回答結果を比較すると、肯定的に回答している割合

は、児童生徒が 70～80％の範囲であるのに対し、学校は 94～97％であり、その差は 20pt 程度開いてい

学級活動の目標 
『小学校学習指導要領』第６章 第２［学級活動］１「目標」 
『中学校学習指導要領』第５章 第２［学級活動］１「目標」 
 学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし，解決するために話し合い，合意形成

し，役割を分担して協力して実践したり，学級での話合いを生かして自己の課題の解決及び将来の

生き方を描くために意思決定したり，実践したりすることに，自主的、実践的に取り組むことを通

して，第１の目標に掲げる資質・能力を 
育成することを目指す。 

学級活動（１）における一連の学習過程 

学級活動（２）（３）における一連の学習過程 

学級活動の内容と解決方法の決定 
学級活動（１）学級や学校における生活づくりへの参画 
 合意形成：自分と異なる意見や少数の意見も尊重し、折り合いを付けて集団としての意見をまと

める → 自分もよく、みんなもよいものとなるよう合意形成を図る 
学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 
学級活動（３）一人一人のキャリア形成と自己実現 
 意思決定：集団での話合いを通して、個人の目標を決める 

・「人間関係形成」… 集団の中で、人間関係を自主的、実践的によりよいものへと形成する視点 

・「社 会 参 画」… よりよい学級・学校生活づくりなど、集団や社会に参画し様々な問題を主 

体的に解決しようとする視点 

・「自 己 実 現」… 集団の中で、自己の生活の課題を発見しよりよく改善する視点 

【学習指導要領 特別活動 学級活動 ３内容の取扱い（2）】 

２の(3)（一人一人のキャリア形成と自己実現）の指導に当たっては，学校，家庭及び地域における

学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意欲につなげたり，

将来の生き方を考えたりする活動を行うこと。その際，生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用す

ること。 

「太字は筆者による」 
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る。児童生徒が「集団や社会の形成者としての見方・考え方」を働かせ、様々な集団活動に自主的、実

践的に取り組み、互いのよさや可能性を発揮しな

がら集団や自己の生活上の課題を解決する学習過

程を引き続き充実させ、児童生徒の資質・能力の

成長を自身で実感させる振り返りを大切にしてい

きたい。 

 

Ⅱ 課題の解決に向けて（指導の改善・充実） 

○ 指導の改善・充実のポイント 

一連の学習過程を通した指導の工夫 

・ 特別活動が重視している「実践」を、単に         
行動の場面と狭く捉えるのではなく、課題の  
設定から振り返りまでの一連の活動を「実 
践」と捉える。 

・ 児童生徒が主体的に「実践」していけるよ  
うに、学級や学校での生活をよりよくするた 

め、児童が共通して取り組むべき課題を見い 

だし、決定することを大切にする。 

・ 児童生徒の実態を把握し、特別活動の全体      

計画や各活動・学校行事の年間指導計画に反映させる事が大切である。 

【①問題の発見・確認】 

・ アンケートや自己評価カードなどから実態を把握し、取り組むべき課題を見いだす。 

・ 行事や活動後の振り返りから課題を見いだす。 

・ 体験やロールプレイングなどから感じたことから課題を見いだす。 

【②解決方法の話合い、③解決方法の決定】 

〈小学校〉 

・ 自分の意見を発表したり、他者の意見をよく聞いたりして〔第１学年及び第２学年〕、理由を明

確にして考えを伝えたり自分と異なる意見も受け入れたりしながら〔第３学年及び第４学年〕、相

手の思いを受け止めて聞いたり、相手の立場や考え方を理解したりして、多様な意見のよさを積極

的に生かして〔第５学年及び第６学年〕、合意形成を図る。 

〈中学校〉 

・ 課題に対して、一人一人が自分なりの意見や意思をもった上で、合意形成に向けた話合いに臨む

ようにすること。 

・ 合意形成に基づき実践するに当たって、自分自身に何ができるか、何を行うべきかということを

主体的に考えて、意思をもつこと。 

【④決めたことの実践、⑤振り返り】 

・ 過程や成果・課題を振り返り、自分たちの実践を評価する。 

 ・ 定期的に確認し、修正や改善を加える。 

 ・ 振り返りカードに互いにコメントを書くなど、他者評価を取り入れる。 

 

Ⅲ 参考となる資料等 
・｢みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動（小学校編）｣ 平成 30 年 12 月 国立教育政策研究所 

・「中学校・高等学校特別活動指導資料」               令和 5年 5月 国立教育政策研究所 

・「キャリア・パスポートって何だろう？」              平成 30 年 5月 国立教育政策研究所 

・「小学校特別活動映像資料解説パンフレット」              令和 4年 3月 国立教育政策研究所 

・令和５年度全国学力・学習状況調査報告書（令和５年８月） https://www.nier.go.jp/jugyourei/r05/index.htm 

合意形成 
【児童生徒質問紙】あなたの学級では、学級生活をよりよく

するために学級会〔学級活動〕で話合い、互いの意見のよさ

を生かして解決方法を決めていますか 

【学校質問紙】調査対象学年の児童生徒に対して、学級生活

をよりよくするために、学級会〔学級活動〕で話合い、互い

の意見のよさを生かして解決方法等を合意形成できるような

指導を行っていますか 
 肯定的な 

回答の割合 

 肯定的な 

回答の割合 

小学校(児童) 80.7 中学校(生徒) 75.2 

小学校(学校) 97.3 中学校(学校) 94.0 
意思決定 

【児童生徒質問紙】学級活動における学級での話合いを生か

して、今、自分が努力すべきことを決めて取り組んでいます

か 

【学校質問紙】調査対象学年の児童生徒に対して、学級活動

の授業を通して、今、努力すべきことを学級での話合いを生

かして、一人一人の児童生徒が意思決定できるような指導を

行っていますか 

 肯定的な 

回答の割合 

 肯定的な 

回答の割合 

小学校(児童) 76.7 中学校(生徒) 70.4 

小学校(学校) 94.6 中学校(学校) 94.1 


